様式第5号(第14条関係)
協　　定　　書

　彦根市(以下「甲」という。)と　　　　　(以下「乙」という。)とは、甲が行う障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業に係る業務に関する基本的事項について、次のとおり協定を締結する。

(業務の遂行)
第1条　乙は、彦根市障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱(昭和58年彦根市告示第31号)の規定に基づき、良識をもって、障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業に係る業務の遂行に努めなければならない。
　(その他)
第2条　この協定に定めのない事項について必要があるときは、甲と乙とが協議して定める。

この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上各1通を保有する。


　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　彦根市元町4番2号
							彦根市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彦根市長　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙





